
目
　
　
　
　
　
次

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

平成20年 3月31日（月曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 9号

１

ペ
ー
ジ

教
育
委
員
会
規
則

◯
秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
四
・
教
育
庁
総
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
教
育
機
関
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
（
五
・
教
育
庁
総
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
秋
田
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
六
・
高

校
教
育
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

教
育
委
員
会
訓
令

◯
秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
施
行
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

（
二
・
教
育
庁
総
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

議
会
規
則

◯
秋
田
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
一
・
議
事
課
）
…
１

議
会
告
示

◯
秋
田
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程
（
一
・
政
務
調
査
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
伊
　
藤
　
美
津
子
　

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
秋
田
県
教
育
委
員

会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
施
設
整
備
室
」
の
下
に
「
及
び
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー

準
備
室
」
を
加
え
る
。

第
四
条
第
一
項
中
第
三
十
号
を
第
三
十
一
号
と
し
、
第
二
十
九
号
の
次
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
十
　
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
の
開
設
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

総
務
課
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
準
備
室
は
、
第
一
項
第
三
十
号
に
掲
げ
る

事
務
を
分
掌
す
る
。

第
二
十
七
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
を
削
る
。

第
三
十
条
第
一
項
の
表
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第

三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
の
第
二

号
か
ら
第
六
号
ま
で
」
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

教
育
機
関
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
伊
　
藤
　
美
津
子

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

教
育
機
関
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

教
育
機
関
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
秋
田
県
教

育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
十
月
三
十
一
日
」
を
「
九
月
三
十
日
」

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
十
一
月
一
日
」
を
「
十
月
一
日
」
に
改
め
る
。

第
四
十
六
条
の
二
中
「
館
長
」
を
「
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
長
」
に
改

め
る
。

第
五
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
十
二
条

削
除

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四

十
六
条
の
二
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
伊
　
藤
　
美
津
子

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号

秋
田
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
規

則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
の
四
を
第
十
二
条
の
五
と
し
、
第
十
二
条
の
三
を
第
十
二
条
の

四
と
し
、
第
十
二
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
副
校
長
）

第
十
二
条
の
三

学
校
に
、
副
校
長
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

副
校
長
は
、
当
該
学
校
の
教
頭
の
う
ち
か
ら
秋
田
県
教
育
委
員
会
が
任

命
す
る
。

３

副
校
長
は
、
校
長
を
補
佐
し
、
校
長
の
命
を
受
け
て
校
務
の
一
部
を
掌

理
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

秋
田
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
号

庁
　
中
　
一
　
般

各

地

方

機

関

各

教

育

機

関

秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
施
行
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
教
育
長
　
根
　
岸
　
　
　
均
　

秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
施
行
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
施
行
規
程
（
昭
和
六
十
一
年
秋
田
県

教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

秋
田
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
議
会
議
長
　
大
野
　
忠
右
エ
門

秋
田
県
議
会
規
則
第
一
号

秋
田
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
議
会
会
議
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
秋
田
県
議
会
規
則
第
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
五
条
第
一
項
中
「
午
前
十
時
」
を
「
午
前
九
時
」
に
、
「
繰
り
上

げ
」
を
「
繰
り
上
げ
、
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
繰
り
上
げ
」
を
「
繰

上
げ
」
に
、
「
は
か
つ
て
」
を
「
諮
つ
て
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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平成20年 3月31日（月曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 9号

２

秋
田
県
議
会
告
示
第
一
号

秋
田
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を

次
の
と
お
り
定
め
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
議
会
議
長
　
大
野
　
忠
右
エ
門

秋
田
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程

秋
田
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
三
年
秋
田
県
議
会

告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
三
十
一
日
」
を
「
六
十
日
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
中
「
機
材
借
り
上
げ
費
」
を
「
機
材
借
上
費
」

に
改
め
る
。

附
　
則

１

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
秋
田
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
規

程
第
九
条
第
一
項
の
規
定
は
、
こ
の
規
程
の
施
行
の
日
以
後
に
交
付
の
決

定
が
行
わ
れ
る
政
務
調
査
費
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
交
付
の
決
定

が
行
わ
れ
る
政
務
調
査
費
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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王
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